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核
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験
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へ
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裁
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

林
芳
正
外
務
大
臣
は
、
本
年
四
月
十
三
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
本
職
の
質
問
に
対
し
て
、
「
金
正

恩
委
員
長
は
朝
鮮
労
働
党
の
首
班
で
あ
る
総
書
記
で
あ
り
ま
し
て
、
同
委
員
長
は
、
国
務
委
員
長
、
ま
た
軍
の
最
高
司
令
官
、

こ
れ
を
兼
ね
て
い
る
も
の
と
承
知
を
し
て
お
り
ま
す
。
北
朝
鮮
の
意
思
決
定
過
程
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
と
し
て
確
定
的
に
お

答
え
す
る
立
場
に
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
金
正
恩
委
員
長
は
、
北
朝
鮮
の
最

高
指
導
者
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
。 

 

そ
れ
を
踏
ま
え
て
お
尋
ね
す
る
。 

一 

北
朝
鮮
に
よ
る
核
実
験
は
、
北
朝
鮮
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
意
思
決
定
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
政
府
は
金

正
恩
委
員
長
が
決
定
し
て
い
る
と
考
え
る
か
。 

二 

我
が
国
は
、
北
朝
鮮
の
核
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
及
び
弾
道
ミ
サ
イ
ル
関
連
計
画
そ
の
他
の
北
朝
鮮
に
関
連
す
る
国
際

連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
活
動
等
に
関
与
し
て
い
る
と
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
国
籍
や
ロ
シ
ア
国

籍
の
者
を
含
む
多
数
の
個
人
及
び
団
体
に
対
し
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八

号
）
に
基
づ
く
経
済
制
裁
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
対
象
者
に
金
正
恩
委
員
長
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
北



 

２ 

 

朝
鮮
に
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
職
が
本
年
三
月
四
日
、
九
日
、
三
十
日
及
び
四
月
十
三
日
に
開

か
れ
た
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
求
め
た
よ
う
に
、
金
正
恩
委
員
長
に
対
し
て
直
ち
に
経
済
制
裁
措
置
を
実
施
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


